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研究実施者募集要項 
 

 公益財団法人 松籟科学技術振興財団（以下「本財団」という。）は科学技術に関する調査・研

究の実施者に所要の研究助成金を交付するものである。 
 

１．助成対象研究 

  別に定める一般研究課題に関する研究を助成対象とする。 
 

２．応募の資格 

 (1) 日本に居住し、国内の国公私立大学、国公立研究機関あるいはそれに準じる研究機関に所属

する研究者。 

 (2) 研究機関長の推薦を受けた４５歳以下（原則）の研究者（学生、院生は除く）。 

 (3) 本助成金を受けた者は、受けた年度より起算して３年間は応募することができない。 
 

３．選考の方法 

(1) 選考委員会において選定を行う。 

 (2) 現在他財団からの資金援助を受けている場合は、原則として採択しない。 
 

４．申請の手続 

  申請の手続は別に定める研究助成金交付申請書（以下「申請書」という。）に従い申請を行う。 
 

５．助成金の交付方法 

   助成金の交付方法は、交付対象となる研究等が選定されたのちにおいて、その研究等の申請書

の内容に応じ、本財団が研究等の実施者と個別に協議してこれを定める。 

    交付した助成金については、研究等の目的の成功または不成功にかかわらずその返還を求めな

い。 
 

６．助成金の使途 

 (1) 申請書記載の研究目的達成のために必要な経費であれば、使途については制限しない。 

 (2) 本財団からの助成金は、原則として全額を研究費に充てられるよう、所属機関内で間接的な

経費についての免除手続きを行う。 
 

７．研究等成果の帰属 

  研究等の実施過程において取得した工業所有権の実施権の許諾およびその条件については、研

究等の成果を広く普及活用する観点から進めることとし、工業所有権は原則として援助・助成の

場合は実施者に帰属致します。 
 

８．申請書の提出 

  助成金の交付を受ける者は、次の事項を守る旨の申請書の提出を行う。 

 (1) 研究等の実施は、あらかじめ本財団に提出した申請書に従って実施する。 

 (2) 本財団から求められた場合は、一定の様式に従い実施状況の報告を行う。 

 (3) 研究等の実施過程において申請書に変更を生じた場合は、本財団に報告し承認を受ける。 

  (4) 研究が終了した時は、本財団に報告を行う。 

  (5) 申請書に従い研究等を実施しなかった場合、その他交付の趣旨に反した行為を行った場合は、

助成金の返還を行う。 
 

９．申請書提出先 

   〒541-0042大阪市中央区今橋４丁目４－７ 

   公益財団法人 松籟科学技術振興財団 事務局 

    (TEL) 06-6229-0966 (FAX) 06-6227-1030 (E-MAIL) shorai@harima.co.jp            
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国際研究集会派遣研究者募集要項 

 

 

公益財団法人 松籟科学技術振興財団は、科学技術に関する海外における国際研究集会に出席す

る者に対し、下記により出張費の一部または全部を援助する。 

 

１．応募の資格 

 (1) 日本に居住し、国内の国公私立大学、国公立研究機関あるいはそれに準じる研究機関に所属

する研究者。 

 (2) 研究機関長の推薦および出張の承諾を受けた４５歳以下（原則）の研究者（学生、院生は除

く）。 

 (3) 当該集会に関係する分野における研究に、５年以上従事している者。 

(4) 当該集会において、討議・発表を行い、あるいは聴講するのに充分な語学力を有する者。 

(5) 本助成金を受けた者は、同一年度内は応募できない。 

 

２．派遣研究者の数 

  年間予算の範囲内 

 

３．援助額 

航空運賃および滞在費について、実状を勘案して決定する。 

 

４．報告の義務 

帰国後、2か月以内に出張報告書と援助金使途内訳に領収書のコピーを添付して提出する。 

 

５．選定の基準 

(1) 国際研究集会は、国際的に権威ある機関または団体が主催するものに限る。 

ただし、年次総会等の実質的な研究発表や討議を行わない会議は除外する。 

(2) 当該集会において、発表を行う者、あるいは座長に指名されている者等、参加する必要が認

められている者に限る。 

(3) 別に定める一般研究課題に関する領域の研究者を対象とする。 

(4) 国際研究集会に国内の他の権威ある機関より派遣援助が既に決定している場合で、研究推進

のため出張期間を延ばし、または出張地域を拡げる場合の出張費不足についても主となって

補助する機関からの推薦があれば援助対象とする。 

 

６．応募の方法 

所定の申請用紙に必要事項を記入の上、出発の少なくとも３ヶ月前までに提出して下さい。 

 

７．選考の方法 

 選考委員会にて選定を行います。 

 

８．申請書提出先 

   〒541-0042大阪市中央区今橋４丁目４－７ 

   公益財団法人 松籟科学技術振興財団 事務局 

    (TEL) 06-6229-0966 (FAX) 06-6227-1030 (E-MAIL) shorai@harima.co.jp            

 

                                                                        以 上 


